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別紙  

法務局人権相談所案内用リーフレットの配布について（取組概要）  

 

                       法務省人権擁護局  

１ 概要  

  今後、特別支援学校（高等部）の卒業生が、日常生活を送る中で人権擁護

の観点から何か気になることが生じた場合、法務省の人権擁護機関が事案に

応じた適切な措置を講じるなど迅速かつ柔軟な解決に努めるので、その際は

遠慮なく法務局・地方法務局の人権相談所へ相談していただきたい旨を記載

したリーフレットを配布するもの。  

２ 配布対象者  

  令和７年３月、全国の特別支援学校（高等部）を卒業する生徒及びその保

護者全員を対象とする。  

３ 実施機関  

  法務局・地方法務局及び都道府県人権擁護委員連合会  

４ 実施方法  

 (1) 法務省人権擁護局は、本取組の実施に当たり、文部科学省を通じ、都道

府県・指定都市教育委員会等に対して協力を要請する（「人権相談所案内

用リーフレットの配布に関する協力方について（依頼）」）。  

 (2) 法務局・地方法務局は、本取組の実施に当たり、特別支援学校を管轄す

る市区町村教育委員会等 *1に対して、本取組の目的及び概要を説明の上、

協力を要請する。  

 (3) 法務局・地方法務局は、本取組の実施に当たり、各特別支援学校に対し

て、本取組の目的及び概要を説明の上、本件リーフレットを卒業生を通じ

て保護者へ配布することについて協力を依頼する。  

 (4) 本件リーフレットの各特別支援学校への送付は、法務局職員及び人権擁

護委員が連携して行う。  

                                                                                                                                                         

*1 管内に、私立特別支援学校がある場合には、都道府県私立学校事務担当主管部局、国

公立大学法人附属特別支援学校がある場合には、各国公立大学法人附属学校事務担当部課

にも協力を要請する。  
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５ 本件リーフレットの各特別支援学校への送付時期  

  ４（1）記載の本件依頼文書発出後適宜の時期  


